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【要約】本研究は，福祉国家の典型例としてのデンマークと，社会国家(福祉国家)を経てナチズム

へ移行した歴史を持つドイツとを比較することによって，福祉国家における優生政策の意義およ

び福祉国家と優生政策の親和性を明らかにするものである．研究対象とする時代は，優生政策が

積極的に行われた 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてである．

優生政策は，デンマークとドイツで主に 1920年代から実施された．普遍的な社会福祉を実現し

ようとしていたデンマークと，国民の生存権を世界で初めて保障したワイマール共和国は，限られ

た予算で国民に「手厚い福祉」を保障するために，社会構成員の誰が福祉の対象として相応しく，

誰が相応しくないかを選別し，後者に入るとされた重度の知的障害者や精神病者に対して婚姻を

禁止したり，断種や去勢の対象としたりする法律を制定した．このような「不良な血統」の再生産

を防止する政策は，デンマーク福祉国家やワイマール社会国家では国民の「高福祉」のために行わ

れたが，ナチス政権期に入っては，共同体の健全性を維持するために講じられた．

以上を踏まえて，本研究では，福祉国家における優生政策の意義が，①優生学的見地から人間を

「不良」か否か判別した上で，②「不良な者」の再生産を予防する，という点にあったことを明らか

にした．
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Ⅰ．研究の目的と方法

｢優生学」や「優生政策」といえば，ナチス

政権期ドイツにおけるユダヤ人の迫害や障害

者の安楽死などがまず想起される．しかし，

「優生学」や「優生政策」といわれるものの本

質や実態は，最終的にジェノサイドにまで発

展したナチス・ドイツの極端な例のみで論じ

尽くされるものではない．近年の研究によっ

て，北欧の福祉国家でも数々の優生政策が実

施されていたことが明らかになった2)．ま

た，ドイツについても，ナチス政権期に先立

つワイマール社会国家3)の時代から優生政策

がとられ，「優生思想」を拡大させる土壌と

なったことが指摘されている4)．

優生学に関する研究は，多数存在するが，

福祉国家と優生学や優生政策との親和性5)に

ついて取り上げたものは多くない．そこで，

本稿は，なぜ福祉国家と優生政策が親和性を

持つのかについて，福祉国家での優生政策の

意義を明らかにすることを通して検証を試み

たい．そのために，北欧の福祉国家であるデ

ンマーク6)と，ワイマール期の社会国家(福祉

国家)を経てナチズムへ移行したドイツを比

較の対象とする．これまで不法国家としての

側面に着目されがちであったナチス・ドイツ

について，ワイマール期の社会国家と連続な

いし共通する要素を抽出し，福祉国家の典型

であるデンマークと比較することによって，

一見したところ相容れない「ナチズム」と「福

祉国家」，「福祉国家」と「優生政策」が実は
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互いに結びつきやすい性質を持つことを明ら

かにしたい．

なお，研究対象とする時代は，デンマーク

とドイツにおいて優生政策が積極的に行われ

た 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてとす

る．

Ⅱ．本稿における基本概念とその内容

１．「福祉国家」とは

1）福祉国家の本質

｢福祉国家」とは，広範かつ多様な所得保障

の体系を基礎とし，これと密接に絡み合いな

がら，医療保障，教育保障，住宅保障(広く生

活環境)，さらには生活上の様々な障害を持

つ虚弱高齢者・心身障害者，母子・児童など

に対する福祉サービスの提供といった広範な

政策課題を自己の責任として認め，その実現

に努める国家をいう7)．福祉国家の起源をい

つの時代に求めるかについては，①産業革命

直後の近代的産業資本主義の確立時，② 1880

年代以降の独占資本主義の発足時，③戦間期

における国家独占資本主義の成立時の 3説が

ある8)．いずれの説に依っても，福祉国家は，

資本主義経済のもとでの不均等な利益配分や

市場の有限性が生み出す社会問題，すなわち

周期的な恐慌による貧困・失業などに対処す

ることを目的に生じた体制であり9)，その究

極の目標は，国民の生活の安定化を図り，資

本主義的秩序を維持することである10)．そ

れゆえ，福祉国家の政策課題は，非常に多岐

にわたり，それぞれの政策分野における「保

障」の性質と程度は，各国の実情や時代状況

によっても，さらには一国の同時代において

も異なるものといえる11)．

以上の点から，本稿で研究対象とする 19

世紀後半から 20 世紀前半にかけてのデン

マークとドイツについては，いかなる点にそ

の福祉国家としての本質を見出すかが難しい

問題となる．もともと，単なる政治的スロー

ガンとしての色彩が強かった福祉国家は，各

国において社会保障制度が整備されていくに

したがって実体が伴っていったということが

できる12)．そこで，まず，デンマークとドイ

ツが社会保障制度を整えながら徐々に福祉国

家として「実質化」していったプロセスを検

証し，19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて

の両国が福祉国家であった点を明らかにした

い．

2）デンマークにおける福祉国家形成のプ

ロセス

デンマークでは，1849年の「自由主義憲法」

において，補完性の原理のもとに国民が公的

扶助を受ける権利が規定された．しかし，「そ

のためには法が要求する義務を認容しなけれ

ばならない」とされ，扶助を受ける者の所有

権，選挙権や婚姻権などに制限が加えられ

た13)．

19 世紀後半には資本主義の勃興による失

業や貧困の増大，家族の解体といった大きな

社会問題が生じ，それに対処するための社会

政策が展開された．貧民救済法，高齢者援護

法が制定され，医療保険，失業保険も導入さ

れた．また，青少年育成事業や保育施設，障

害者施設の原型も，この時期見られるように

なった．しかし，障害者施設は，労働に適さ

ないと判定された者を人里離れた場所に大量

に隔離するためのものであった．それが障害

者にとっても地域社会にとっても安全である

と考えられたのである．労働能力のある者と

ない者との選別は，精神病院でも行われ

た14)．

1920年代に入ると社会民主党が初めて政

権を握った．与党政治家であった K.K.ステ

インケは，『将来の社会保障』を著し，到来し

つつある福祉社会の概要を示したが，それは，

社会的部門の能率化・合理化の計画であり，

かつ 200ページ中 28ページを優生学に関す

る記述に割いた15)．さらに，1930 年代に入

ると，世界恐慌がもたらした通貨危機や労働

争議などがデンマーク経済を混乱させたが，

1933 年には社会制度改革法が施行され，「社
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会的援助は権利であって，施しではない」と

いう全国民を対象とする社会保障の原則が一

般化され，社会福祉政策が進展した16)．

このように，19 世紀後半から 20 世紀前半

にかけて，一般的に福祉国家の指標とされる

ものとして，公的扶助や各種社会保険制度，

福祉サービスの体制が一通り整えられた．こ

うした施策を進めるなかで「施与の原理」か

ら「権利の原則」への転換が見られたことか

らも，この時期のデンマークを実質的な福祉

国家とみなすことができるといえよう．

3）ドイツにおける福祉国家形成のプロセス

ドイツでは，周知の通り，1883 年にビスマ

ルクによって疾病保険，労働災害保険，障害・

老齢保険が導入された．第 1次大戦後にワイ

マール共和国が誕生すると，社会権規定をお

く画期的なワイマール憲法が制定された．ま

た，未曾有の総力戦の後であったため，次世

代の労働力育成を睨んで，出産扶助の制度化

と給付の増額が行われた．そして，1920年に

はライヒ救護法が制定され，戦傷病者や遺族

に対して障害者医療やリハビリテーション，

年金が給付されるようになった．公的扶助に

関しては，1924年の扶助義務令により，扶助

対象者の選挙権の剥奪が禁止されるととも

に，不服申し立て制度が定められた．1927 年

には職業紹介・失業保険法が制定され，失業

保険・扶助，職業相談・紹介が包括的に行わ

れた17)．

ナチス政権下では，世界恐慌の影響により

失業率が 34％の時代であり，大胆な雇用政策

が実施され，成果を上げた．また，社会保険

加入者の範囲が拡大され，加入者数が増加す

るなどした18)．しかし一方で，「共同体の権

利」が前面に出され，そこから逸脱する者に

厳しい措置がとられた19)．ユダヤ人や障害

者を対象としたジェノサイド，思想的対立者

への粛清は周知の通りである．

以上のように，ドイツでは，先駆的な社会

保険立法による各種保険制度の整備や，後世

での評価の高いワイマール憲法による社会権

の規定がみられ，徐々に実質的な国民の権利

の保障を指向していることが分かる．ワイ

マール期の国家をワイマール社会国家と呼ぶ

ように，この時期に福祉国家が萌芽したと

言ってよいだろう20)．

2．「優生思想」と「優生政策」とは

1）「優生学」と「優生思想」

｢進化論」で知られる C.ダーウィンの従兄

弟 F.ゴルトンは，1883 年に「優生学（euge-

nics）」という学問を提唱する．ゴルトンは，

「生存により値する人種または血統に対し，

劣った人種あるいは血統よりも，より速やか

に繁殖する機会を与えることによって，人類

を改善する『科学』｣21)として優生学を位置付

けた．

当時のイギリスは，産業革命の影響によっ

て，人間による自然支配が現実味を帯びてい

た時期であった．また，工業化は，労働者階

級の急激な増加や，農村部から都市部への人

口の流入，スラム化の進展や治安の悪化につ

ながり，社会的混乱を招いた22)．このような

背景に対し，ゴルトンは，人口全体の資質の

向上を図る生物学的計画によって穏健な社会

を築こうとした．かくして，19 世紀のイギリ

スにおいて確立された「優生学」は，「優生思

想」としての拡大をみせることとなった．

2）「優生政策」の展開

優生政策とは，優生学的な思考に基づいて

「良い血統」を増やすために行われる政策で

ある．「良い血統」を増やすには，「良い血統」

の増殖と「不良な血統」の抑制とが必要であ

り，前者に力点をおくものを積極的優生学，

後者の政策を強調するものを消極的優生学と

いう．具体的な施策としては，前者では健康

な子どもに対する手当の支給などが実施され

るのに対して，後者においては，障害者や病

者への婚姻の禁止，婚姻相手の病歴考慮の啓

発，胎児に障害がある場合の人工妊娠中絶，

障害者や犯罪者への断種23)・去勢などの措置

が推し進められるのであり，両者を含めて優
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生政策という24)．

後者に基づいて最も広く各国で取り組まれ

たものは，断種であった．なぜならば，婚姻

制限には，「不良」な遺伝子を持つとされる

人々が非嫡出子をもうけ，その「不良」な遺

伝子を子孫に伝達する可能性が残されている

が，断種を行えば，たとえ性的接触があった

としても，子どもが生まれる可能性は極めて

低くなるからである．また，人工妊娠中絶に

は，宗教的議論や倫理的問題がつきまとって

いたが，断種であれば「神の造った生命」を

抹殺する必要はないからである．さらに，男

性生殖器を切除する去勢は，性的事柄を扱う

ことが一般的でなかった時代の検討課題とし

てはハードルの高いものであったからであ

る．施設での隔離収容によっても生殖の防止

は可能と考えられていたが，それには施設建

設費をはじめ，ホテルコストや医療費など多

くの経費がかかる．また，施設での軟禁・監

禁よりも，断種の方が道徳的・人道的観点か

ら望ましいとの見解もあった25)．そのよう

な経緯から，断種が多くの国で国民の資質を

改良する手法，さらには「淘汰」の手法とし

て採用されていった．

Ⅲ．デンマークにおける優生政策の展開と

国民管理の過程

1．優生思想の中心的存在

1）クリスチアン・ケラー

デンマークでは，既に 19 世紀末から知的

障害者施設が宗教者や慈善家によって設立さ

れていた．また，盲・聾学校や施設が連合し

て，障害者ケア組織「アブノルムヴェセネッ

ド」をつくっていたが，この組織のリーダー

がクリスチアン・ケラーであった26)．

1890 年代後半，デンマークの障害者施設

は，アメリカ人医師の影響を受け，入所者の

生殖能力をなくす「無性化」を検討するよう

になる．ケラーは，知的障害者と道徳的知愚

者が同一施設に入所していることを問題視

し，施設を分ければ無性化は不要と考えてい

たが，それだけの場所の確保が困難であった．

そのため，彼は，その後も優生学的問題の動

向に関心を持ち続けた．1918年になると，施

設側から優生学的理由による断種が認められ

るか否かの問い合わせを当局に対して行った

が，根拠法がなく容認されないとの回答がな

された．そのため，ケラーは，断種のための

根拠法がないことを疑問視し，1921 年に優生

学的問題の検討委員会の設置を要請する請願

書を提出した27)．

2）K.K.ステインケ

K.K.ステインケは，既述のように『将来の

社会保障』を著した人物である．彼は，マル

サスの人口論に依拠し，「不良な者」が子ども

を生んだ場合にその「不良性」を遺伝させる

リスクについて言及した．しかし，彼は，他

の優生学者とは異なり，社会保障などの方策

が優生学的目的を妨げるとは考えなかった．

社会保障制度は，本来ならば自然淘汰される

「不良な者」を「生き永らえさせる」点で優生

学者たちの反発を受けていたが，ステインケ

は，社会保障制度を否定しなかった．むしろ，

優生政策が「不良な者」の数を増やさないこ

とを保証する限り，人道的な方法で彼らの権

利を保障できると考えていた．そこで，彼は，

専門家からなる優生政策の検討委員会の創設

を提案した．折しも，ケラーが検討委員会の

設置を求めた時期と重なり，また，ステイン

ケは，社会民主党内外において強い影響力を

持っていたため，この提案は現実のものと

なっていった28)．

2．優生政策の展開

1）序説

ヘルシンキで「第 6 回障害者に関する北欧

会議」が開催されたことを背景に，デンマー

クでは 1910年代に殊更に優生思想が浸透し

た29)．加えて，この動きに拍車をかけたの

は，女性評議会（Womenʼs National Council）

による運動であった．性犯罪の増加に問題意

識を持つ女性評議会は，1920年，10万人以上
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の署名を集め議会に請願書を提出し，そのな

かで去勢の必要性に言及した30)．

このように，障害者施設関係者や社会的弱

者としての女性たちの側から断種・去勢の必

要性が主張されたことは，「国民の福祉」の向

上を訴える側面を有していたともいえる．し

かし，以下にみていくように，優生政策の展

開過程は，「福祉」という名の下に一部の「不

良な血統」を持つとされる人々，さらにいえ

ばその身体（特に生殖器官)への管理を推進

する過程であったといえる．以下では，この

点について詳述しておきたい．

2）婚姻の制限に関する法の制定

1922 年に制定された「結婚および離婚に関

する法律」によって，重度の知的障害者や精

神病者の婚姻が禁止された．ただし，病的な

子孫を残す可能性の少ない者は，国王の同意

を得た上で婚姻ができるとされた．性病やて

んかんに関しては，婚姻の両当事者がその罹

患の事実を了知した上で，医師からそれに伴

う危険に関する説明を受けた場合に限り，婚

姻が許可された．なお，身体的「欠陥」のあ

る者がそのことを秘匿して婚姻した場合につ

いては，相手方がその婚姻の無効を主張でき

ると規定された31)．

3）断種に関する法の制定

1924年に初めて社会民主党が政権を掌握

すると，ステインケは，「性的倒錯傾向のある

人への社会的方策に関する委員会」を設置し

た32)．この委員会は，性犯罪者への去勢と知

的障害者への断種について検討を行い，「生

まれた時から欠陥があるような子孫は，彼ら

自身にも，社会にとっても負荷となる．彼ら

は，売春や犯罪にも走りやすく，社会の暗部

を象徴する」との見解を取りまとめた33)．

この見解を受け 2年後に出された断種法案

では，施設入所者を対象とする断種と，再犯

が予想される性犯罪者を対象とする去勢が規

定された．このうち，前者についていえば，

施設は，既に管理が行き届き，生殖行為が容

易に行われる環境ではなかったが，断種が法

制化されれば，管理・監督費用を始めとする

施設の財政負担を削減することが可能であっ

た．なお，判断能力のある者を対象とする断

種については，本人の同意を得なければなら

ないとされた．この法案は，法施行後 5 年以

内の見直しを前提として審議された34)．

法案は，若干の修正を経て，1929年に「断

種に関する法」として制定された．同法第 1

条では，「性的本能の異常な力または性質の

ため，罪を犯す傾向にあり，その性的本能が

本人およびコミュニティに危険となる人々

は，自らこのような措置の結果に関する医学

的助言を受けた後，性器に対する手術の対象

となることができる」と定めている．また，

第 2条では，法案通り，精神病院や施設の入

所者に対する任意断種が規定された35)．

表は，「断種に関する法」に則って断種が実

施された事例を示したものである．事例は，

ごく一例であるが，男女ともに子どもを持つ
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① 38歳女性．知能指数 62．出産 2回．1931 年断種．放浪性の売春婦．断種後家庭看護に置かれる

が逃げ出す．

② 37歳女性．知能指数 50．出産 3回．1931 年断種．子どもを殺したため収容される．性的放縦

で，断種後両親のもとに逃げる。両親，妹ともに知的障害。

③ 26歳女性．知能指数不詳．軽度知的障害．出産なし．1932 年断種．断種後退院し，独立して生

活する。

④ 40歳男性．知的障害．子ども 1 人あり．1931 年断種．知的障害女性との婚姻を希望し，断種手

術を受ける。

⑤ 21歳男性．知的障害．子ども 1 人あり．1933 年断種．遺伝要因濃厚．妹を強姦して妊娠させる．

⑥ 23歳男性．知的障害．子どもなし．1933 年断種．遺伝要因濃厚．断種後窃盗を行う．

表 デンマークにおける断種の事例36)



者が多く，これ以上養育が放棄されるような

子どもを増やさないように，「不良な血統」を

遺伝させないように断種が行われたと考えら

れる．また，知能指数が明白に記録されてい

る事例が存在し，当時デンマークで知的障害

者をスクリーニングする手法が確立していた

ことも，見て取ることができる。そして，断

種が婚姻や施設退所の事実上の要件とされた

事例も見受けられ，任意断種であっても真に

自発的意思によるものではない可能性を指摘

しうる．

4）公的扶助法の制定

1933 年には「公的扶助法」が制定された．

この法律は，知的障害者のケアに要する費用

（ホテルコストや医療費，埋葬費など）を全て

国が負担し，それまで慈善活動・民間活動と

して行われていた施設運営を国や地方の責任

下で行うことを目的とした．また，国の責務

で全ての知的障害者を収容できるよう施設を

増設することも謳った．しかし，知的障害が

疑われる事例を報告することを医療従事者の

義務とし，結果的に国内の全ての知的障害者

を国の管理下に置くこととした37)．

5）知的障害者に関する法の制定

ステインケの主導により，知的障害者やそ

の施設，断種に関する新法として，「知的障害

者に関する法律」が 1934 年に制定された．

新法は，知的障害者に対する断種が認められ

る事案として，①知的障害者が子どもを扶養

することができないと判断される場合，②知

的障害者を収容から解放できるか，より緩や

かな監督下へ彼らを移すことができる場合，

のふたつを規定した38)．そのうえで，1929

年に制定された「断種に関する法」とは異な

り，対象を未成年者や施設収容者以外にも拡

大し，かつ強制的な断種をも可能とした39)．

6）断種と去勢に関する改正法の制定

1929 年の断種法が時限立法だったため，

1935 年にはそれを「断種と去勢に関する法」

と改称した改正法が制定された．ここでは，

知的障害以外の遺伝による障害を持つ人々へ

の断種，性犯罪のおそれのある人々への去勢

が規定された．手術費用は自己負担であった

が，資力のない者に関しては，国家がこれを

負担した40)．

7）人工妊娠中絶法の制定

1939年，胎児に障害や疾患がある場合の人

工妊娠中絶も可能となる「人工妊娠中絶法」

が制定された41)．しかし，実際に多くの母親

たちが求めていた純然たる社会的理由・経済

的理由による人工妊娠中絶の法制化は，見送

られた42)．

3．小括

デンマークにおける不妊化に関する法律の

制定には，性犯罪者対策のために去勢を要求

する女性評議会による運動が関係していた．

また，障害者の「人道的」処遇のために断種

を要求する障害者施設の関係者の動向も，立

法を促進した．しかし，その「人道性」の裏

には，障害者の収容場所の不足を背景とした

コスト論が潜んでいた．すなわち，障害者に

断種の施術をした上で社会生活を送らせるこ

とが，施設の新規建設や維持にかかる費用を

削減しうる低コストの方法として着目された

のであった．

さらに，女性評議会による運動や障害者施

設の関係者の動向もさることながら，福祉国

家の「舵取り」として不妊化手術に関する法

律の制定に最も影響を与えたのは，政権与党

の社会民主党であり，その中心にいたステイ

ンケであった．彼は，社会福祉の充実のため

にも優生政策が必要であると考えた．つま

り，福祉国家が「普遍主義的」な福祉を保障

するには，可能な限り福祉対象者を減らす必

要があるとし，そのためには国民を｢不良｣か

否かで線引きし，「不良」であればその者の生

殖管理を行うという優生学的観点に立脚した

のであった．

このように優生思想が国家の政策決定に影

響を及ぼしていくなかで，1934年に制定され

た「知的障害者に関する法」は，1929年施行
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の断種法と比べて不妊化手術の対象・方法を

拡大するものとなり，未成年者や施設入所者

以外への断種，そして強制的な断種をも規定

した．さらに，前年の 1933 年には全知的障

害者の施設入所を目指す公的扶助法も制定さ

れている．このように，デンマークは，福祉

国家を実現するために，知的障害者をはじめ

として，徐々にその存在が問題視されはじめ

た「不良な血統」とされる人々に対し，優生

学の浸透や知能検査の普及などを背景として

優生政策を次々と実行に移し，生殖機能をも

つその身体自体を国家の管理下に置いていっ

たのである．

Ⅳ．ドイツにおける優生政策の展開と

国民管理の過程

1．優生思想の中心的存在

1）ヴィルヘルム・シャルマイヤー

ドイツのヴィルヘルム・シャルマイヤーは，

F.ゴルトンと同時期に初めてドイツ優生学を

提唱し，運動に多大な影響を与えた43)．彼

は，従来の治療的医療から予防的医療，すな

わち不妊化手術への転換を訴え，医師の国有

化を提唱した．そして，医師が患者からでは

なく，国や地方自治体から給与を得ることで，

予防的医療に専念できるとした．また，シャ

ルマイヤーは，強制的収容や婚姻の禁止，「病

歴記録証」の携行をも提唱した．このうち，

病歴記録証とは，パスポートのようなもので

あり，これに個人の既往症や持病をできるだ

け詳細に記し，婚姻の際に提出することを義

務付ければ，個人が「賢明」な判断を下すこ

とができると考えた．なお，彼は，優生学者

ではあったが，人種の純粋性やアーリア人の

優越性を説く人種主義者ではなく，文化の発

達によって交通が容易になる結果として混血

の機会が増えることは優生学的にみて望まし

いとした44)．

2）アルフレート・プレッツ

アルフレート・プレッツも，シャルマイヤー

と同様，イギリス優生学誕生と同時期に，ド

イ ツ 優 生 学 で あ る 民 族 衛 生 学

（Rassenhygiene)45)を構想した人物である．

シャルマイヤーが理論面で優生学運動に貢献

したのに対して，プレッツは，運動そのもの

を主導し，ナチス政府から「ドイツ優生思想

の父」と呼ばれた46)．彼は，アーリア人を頂

点とする人種主義思想の持ち主であり，文明

が発達するほど弱者保護が進み，淘汰が行わ

れずに全体の遺伝的資質が劣化すると主張し

た．そして，それゆえ障害児にはモルヒネ注

射により穏やかな死を与えるべきであるとし

た．しかし，その後現実的な路線に転換し，

弱者の排除に代えて，生殖細胞レベルで人為

的な淘汰を行うこと，すなわち「民族を最適

に保存し開発することを確実に遂行するため

に必要な方法論」としての「人道的で効率的

な，計算ずくめの人為淘汰」を提起した47)．

このように，ナチズムに還元されやすい婚

姻の規制や不妊化手術，安楽死の提案は，ド

イツ優生学を生み出したシャルマイヤーやプ

レッツに既にみられたものであった．また，

ドイツにおける優生学は，量か質か，またアー

リア人を崇拝するか否かといった点で研究者

間の見解が分かれる学問であったが，人間を

「良い血統を持つ者」と「不良な血統を持つ者」

に二分する視点，「不良な血統を持つ者」を淘

汰する機能を社会が失いつつあるという危機

感，生殖レベルへ介入する人為的淘汰の必然

性の認識を共有しており，障害者などを社会

的に排除する優生思想の潮流を生み出して

いった．

2．ワイマール期における優生政策の展開

1918 年，第一次世界大戦の敗戦と革命の

中，ドイツでは帝政が崩壊し，ワイマール共

和国が成立した．ワイマール憲法に社会権規

定が設けられると同時に，教育や家庭での子

の育成にも力点が置かれた．しかし，ワイ

マール憲法は，「夫婦は，家庭生活，国民の維

持と増加の基盤として，この憲法による特別

の保護下に置かれる．（略）家庭の純粋性の
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維持，健全化，社会における促進は，国家と

市町村の任務である」（119条），「子孫を肉体

的，精神的，社会的に優秀に育つべく教育す

ることは，両親が負っている最高位の義務で

あると共に自然の権利であり，両親の行動を

国家共同体が監視する」（120条)48)といった

規定を置き，急進的ともとれるものだった．

第 1次大戦の敗戦の傷跡が深く，国家構成員

の資質や出生率の向上に目が向けられた結

果，このような規定が設けられ，以下のよう

に社会政策に優生学的観点が入り込むことと

なった．

1）戸籍法改正

1920年には，「戸籍法」の改正により，シャ

ルマイヤーが提唱した「病歴記録証」に似た

制度が導入された．改正された戸籍法には，

「戸籍局は，婚約者ならびに法律上その同意

が必要な者に対し，婚姻登録に先立って，婚

姻前の医学検診の重要性に注意を促すパンフ

レットを交付しなければならない．このパン

フレットの文言は，帝国健康省が作成する」

との規定が創設された49)．

2）性病撲滅法の制定

1927 年制定の「性病撲滅法」は，医学的理

由から性病患者の婚姻を制限するというもの

である．同法第 6条および第 7条では，性病

に罹患していると知りながら性交渉をもった

り，そのことを相手に知らせずに結婚したり

する者に刑罰を科した．医学的理由からでは

あったが，「優良な血統」の再生産を目指すも

のには変わりなく，この法律は，優生学者か

らも歓迎された50)．

3．ナチス政権下の優生政策の展開

1930年代に入ると，世界恐慌やこれに起因

する大量失業への対応から財政難が生じ，社

会保障費の削減をめぐって，誰を社会保障の

対象とし，誰を排除するかという議論が繰り

返された51)．そして，1933 年，ナチスの政権

掌握によって，ワイマール共和国は，その歴

史に幕を下ろす．1920 年に誕生したナチス

党の大躍進を前に，優生学者たちは，党首ヒ

トラーに期待を寄せた．というのも，彼らの

目には，ワイマール期には思いのほか優生学

の理念の顕著な具現化がみられず，ナチス党

こそが初めて民族衛生学を党是として本格的

に実践していくものと映ったからであっ

た52)．以下において，そのナチス政権が展開

した優生政策について述べていきたい．

1）遺伝病子孫防止法の制定

ワイマール期から断種に関する議論は行わ

れていたが，1932 年にはプロシア州議会で，

「遺伝による身体・精神的な障害を持つ者の

ための支出は，現在の我々の経済状況では担

いきれない額にのぼっている｣53)との認識か

ら，福祉コストを削減する措置を早急に講ず

るという決議が採択されている．そして，

1933 年にドイツ初の断種法である「遺伝病子

孫防止法」が制定される．その第 1条では，

遺伝病者は，確実にその子孫が重度の身体

的・精神的遺伝疾患に罹ることが予想される

時に断種対象となると定めている．その遺伝

疾患とは，先天性知的障害，統合失調症，躁

鬱病，遺伝性全盲・聾唖，重度の遺伝性身体

奇形などであった．重度のアルコール依存症

の場合も断種の対象となった．断種の申請

は，本人が行うものとし，同意能力のない場

合は代理人による申請が可能であった．ま

た，官医や病院長などによる申請も可能で

あった54)．

1935 年に同法は改正され，遺伝健康裁判所

により断種の決定判決を受けた者が妊娠中で

あれば，本人の承諾を得て人工妊娠中絶を行

うと規定された．また，医学的理由による人

工妊娠中絶も認められたが，社会的理由によ

る中絶は許可されなかった55)．

2）常習犯罪者取締法の制定

この法の対象は，精神病質者であり，この

うちの性犯罪者への去勢も規定された．犯罪

者が精神病質などにより，刑法上責任能力が

ないとして無罪になった場合には，その者を

施設に拘禁した上で，退所の条件として不妊
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手術を行った56)．

3）保健事業統一法の制定

1934年，「保健事業統一法」により保健福

祉事業が一本化され，ドイツが誇る医療体制

を利用して全ドイツ国民の健康を国家が管理

する体制が整えられていく．これにより，民

族・国家のために健康でいることは，もはや

各個人の義務となっていった57)．また，1935

年 12月には「帝国医務規定」が発令され，ド

イツの全ての医師（ユダヤ人医師を除く）が

ナチス政府による管理統制下に置かれること

となった．これによって，医療を手段とした

国家による国民の管理がますます進むことと

なった．

4）ニュルンベルク法の制定

1935 年，ナチス党が開催したニュルンベル

ク大会において，ヒトラーは，あらゆる文化

の死滅の唯一の原因をユダヤ人に帰し，「ニュ

ルンベルク法」と呼ばれる一連のナチス人種

法が採択された．その代表的なものは，「帝

国公民法」と「血統保護法」であり，アーリ

ア人のみをドイツ国民と認めること，ドイツ

人とユダヤ人との婚姻を禁じることが規定さ

れた．ナチス期に制定されたユダヤ人に対す

る差別的な法律は，実に 100 以上にのぼっ

た58)．

5）ドイツ民族の遺伝的健康を守るための

法律の制定

本法は，配偶者や子孫の健康に重大な危険

を及ぼすおそれのある伝染病者や知的障害

者，遺伝病子孫防止法に規定する遺伝病者に

対して婚姻を全面的に禁止するものである．

遺伝病者は，断種によって不妊となると婚姻

を許可された．婚姻前には，障害がない旨の

婚姻有効証明を受けねばならないとされ

た59)．また，結婚相談所の設置と遺伝・生物

学的カルテの作成および管理を義務付ける施

行令も発せられた．カルテには，家系図をも

とに様々な情報が記入されるとともに，病院

や裁判所の記録も組み入れられた．また，「優

良」「不良」を問わず，特別な遺伝情報は，ラ

イヒ内務省に送付・管理された60)．

他方，健康な者の婚姻は推奨された．新婦

が就業しないことを要件に，子どもを 4人産

めば返済免除となる結婚資金の貸付制度が創

設された．この申請には，遺伝的・精神的・

肉体的疾患がないことを確認するため，医師

による検査を受けることが必要であった．こ

の制度は，国民の「人種」登録を促進するこ

とにもつながった61)．また，多子家庭には税

制優遇措置がとられ，児童手当も支給された．

ただし，健康な者が子どもを産まない権利は

認められず，その人工妊娠中絶には罰則が設

けられた62)．

6）安楽死計画の遂行

1939年，ヒトラーは，「ある種の精神病患

者の生きる価値のない生命は，彼らを苦痛か

ら解放するためにも，安楽死によって除去さ

れねばならない．彼らの死亡により，建物，

医師，看護人を他の目的のために有効に活用

できるという実際的効果をもたらすことにな

る」と，不治とされる障害者や病者の安楽死

を命じた63)．安楽死の思想的支柱とされた

のは，1920年に出版された，法律家ビンディ

ングと精神科医ホッヘによる『生きるに値し

ない命を終わらせる行為の解禁』であっ

た64)．彼らは，精神障害者とは「精神的な死

者」であり，「人間」としての感情を持ってい

ない「人間以下」の存在であるため，彼らの

介護に多大な費用と人員を投入するのは容認

しえないと考えた65)．

ヒトラーは，戦争遂行のために安楽死計画

を秘密裏に遂行しようとしたのに対し，安楽

死対象者の選別や具体的殺害行為を行う医師

たちは，根拠法の制定に躍起になった．彼ら

は，刑事告発されることを恐れ，彼ら自身が

この行為の違法性を最も強く意識していた．

優生学的観点からは，人間の淘汰については，

いかに人間を傷つけずに生殖以前の段階で行

うかという点にその科学的正統性が求められ

たのであり，こうした正当性を備えていない

安楽死は，非難の対象であった66)．
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T4作戦と名付けられた安楽死計画の主な

対象者は，ドイツ人であったが，これが 1942

年以降実施されるユダヤ人絶滅計画につな

がったといわれている67)．

4．小括

以上を踏まえて，ワイマール期とナチス政

権期の優生政策について，それぞれの目的を

明らかにした上で，両者の共通点と相違点に

言及しておきたい．

ワイマール憲法は，「経済生活上の秩序は，

全ての者にとって人間の尊厳にかなった生活

を保障することを目的とし，また公平性の原

則に合致していなければならない」（151

条)68)として，世界で初めて社会権を規定し

た．しかし，第 1次世界大戦における敗戦な

どの影響により逼迫した財政状況では，その

ような理念に基づき広く国民の権利を保障す

ることは困難であり，疾患の有無を人間の価

値と結びつける優生政策の下，「病歴記録証」

に似た制度が実施された．戦間期にあって少

子化が進むなか，資源としての人間が重視さ

れたことも，優生政策に反映した．そして，

戸籍法の改正は，直接的に婚姻を制限するも

のではなかったが，1927 年には罰則規定を

持った「性病撲滅法」が制定され，性病患者

の婚姻が規制された．このように，ワイマー

ル共和国は，憲法に掲げた普遍的な福祉を保

障するという目的のために，人間を「福祉に

値するか否か」で選別し，個人の身体への直

接的な介入はなかったものの，「不良」とされ

る人々の生殖を啓発や罰則によってコント

ロールする優生政策がみられた．

ワイマール期から議論されていた断種法

は，ナチス政権期に入って制度化されること

となった．ナチス政権期には，その他にも，

性犯罪者の去勢や遺伝病者の婚姻に関する消

極的優生学に基づく政策，また健康な多子家

庭に税制上の優遇措置を与えるような積極的

優生学に基づく政策が実施されたが，医学を

利用して国民の健康管理を行う体制が整えら

れるなど，「不良」とされる人々以外の身体に

も目が向けられはじめ，共同体構成員，共同

体そのものが最高の状態で健康であることが

要求されるようになった．また，ワイマール

期までは，「不良」とされる人々の生殖をコン

トロールすることによって，これから生まれ

てくる人間を健康にすることが目指された

が，ナチス期に入ると，その方向性とともに，

既に社会に生まれ出て生活している「不良」

とされる人々を排除する方向性が生じた．前

者に該当するものが断種や去勢であり，後者

に該当するものが安楽死である．ナチス政権

においては，国家とは「同種の人間の共同体」

であるという考え方の下，個人や子孫，そし

て共同体の健全性が要求され，それゆえ，今

生きている人間であっても，「民族構成員」と

して相応しくなければ「排除」されることと

なった．

以上を踏まえて，ワイマール共和国とナチ

ス政権の優生政策に関する相違点について指

摘すると，ワイマール期には，「福祉国家」と

して，様々な成員に対して手厚く社会保障を

行うために必要な「手段」として，人間を「不

良」か否かで選別する優生政策がとられた．

これに対して，ナチス政権期には，国家は「同

種の人間の共同体」であるという考えの下，

そうした人間の選別それ自体が「目的」となっ

た．

他方，ワイマール共和国とナチス政権の優

生政策に関する共通点についても指摘してお

く．本稿は，ナチス政権期については，ワイ

マール期の優生政策が昂じて逸脱を来したも

のとして，「福祉国家からの逸脱」と捉える．

そして，ワイマール期に手厚い福祉を保障す

るための社会システムが整備されていたから

こそ，ナチス政権下ではその優生政策・健康

政策を濫用し，健康が義務である社会を形成

しようとした．すなわち，ワイマール期には

福祉の手段であった優生政策が，ナチス政権

期にはそれ自体が目的となるという，手段と

目的の倒錯はあっても，結果として「不良な
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血統」は排除され，「優良な血統」は優遇され

るという社会的構図が見られた点に共通性が

あるといえる．

Ⅴ．福祉国家と優生政策

1．デンマークとドイツの優生政策に関する

共通性と相違性

1）福祉国家としての共通性――デンマー

クとワイマール共和国との比較において

以上のように，ともに優生政策を実施した

歴史を持つデンマークとワイマール共和国期

ドイツであるが，福祉国家という点でどのよ

うな共通性を持つのかについて言及したい．

既にみたように，デンマークでは早くから

制限つきながらも国民の公的扶助を受ける権

利が憲法によって保障されており，政治的イ

デオロギーに囚われず，国民の意見を反映す

る福祉政策が行われていた69)．また，1933

年の社会改革法によって「施し」であった福

祉が「権利」として認められた通り，デンマー

クは，小国ではありながら着実に福祉国家と

しての道を歩んでいた．ワイマール共和国

も，生存権規定を設けたことで後世において

高い評価を受ける共和国憲法を制定し，また

児童福祉法なども生存権理念を掲げ，普遍主

義に基づいた福祉サービスを提供しようとし

ていた．その中で，デンマークとドイツのい

ずれも，工業化による貧困や世界恐慌の影響

による失業といった多くの国が経験した社会

問題を経験し，「普遍的な福祉」と「広範な福

祉課題」の狭間で揺れることとなる．そして，

優生学や遺伝学が社会に浸透する中で，両国

ともにそれらに着目する．つまり，デンマー

クにおいてもワイマール共和国においても，

国民への「手厚い福祉」が理念として存在し，

それを保障するため，国家には可能な限り福

祉の対象となる人々を減少させる必要があ

り，その手段として「人道的」に次世代にお

ける「不良な血統」の再生産を予防すること

ができる優生政策が追求されたのである．こ

の点が，デンマークとワイマール共和国とい

う 2つの福祉国家の共通性である．

2）福祉国家デンマークとナチス・ドイツの

共通性と相違性

つぎに，福祉国家デンマークとナチス・ド

イツがどのような共通性と相違性を持つのか

についても，言及しておきたい．

デンマークでは，障害者施設の医療費や維

持費などを削減する方法として，障害者の生

殖能力をなくす「無性化」が注目され，障害

者施設の関係者，具体的にはケラーらによっ

て法制定の動きが強まった．また，それと同

時期に断種法の提案を行ったのは，社会民主

党員ステインケであった．他の優生学者たち

は，福祉政策が自然淘汰を阻害する要因であ

ると考えていたが，ステインケは，障害者や

疾病者の持つ「不良な血統」を将来的に根絶

できれば，現在生存している障害者らを淘汰

する必要はなく，彼らも対象として充実した

社会福祉を実現できると考えていた．数々の

社会政策を行ってきたステインケのこの見解

には，福祉国家の方向性が端的に現れている．

すなわち，福祉国家デンマークの優生政策は，

不況下でいかに抑えられる出費を抑え，国民

全体の福祉の向上を保障していくかに力点を

置いた．そして，福祉国家である以上避けら

れない「普遍主義的」な福祉の保障という目

標のために，自ずと社会の構成員を制限する

必要性が生じ，その手段として優生学的な方

策が選ばれたのであった．

これに対して，ナチス・ドイツでは，社会

保障費に占める遺伝病者たちに対する支出を

抑制するために，デンマークの優生政策では

その当時行われていなかったものとして，個

人の身体に直接介入する体制がとられた．そ

もそも，ナチス・ドイツは，国民の自由と民

主主義に裏付けられた福祉国家ではなく，ワ

イマール期の社会権保障とも断絶があり，そ

れゆえ国民の「普遍的」な社会福祉のために

優生政策が講じられるということはなかっ

た．ヒトラーは，共同体を健全に維持するこ
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とに主眼を置き，「健康は諸君の義務であ

る！」という社会を作り出した．福祉国家で

は「手厚い福祉」を行うための「手段」であっ

た優生政策が，ナチス政権期には「健全な共

同体」という価値の下，「目的」そのものになっ

てしまったのである．この点が福祉国家デン

マークとナチス・ドイツの相違性である．

その一方で，両者の優生政策の展開過程を

みれば明らかなように，安楽死計画と人種主

義に基づく政策以外では，デンマークとドイ

ツでは政策内容にさしたる違いはなく，この

点が共通性といえる．すなわち，福祉国家デ

ンマークとナチス・ドイツの掲げる目的は異

なっていても，そのために講じる政策は，逼

迫した財政状況下にあって同様に優生学的観

点を取り入れたものであり，「劣った者」は排

除の対象に，「優れた者」は賞賛の対象にとい

う共通の構図を有していたのである．さらに

いえば，国民の生存権を殊の外重視してきた

ドイツでナチス政権が生まれたことからも分

かるように，福祉国家が財政的制約の下に社

会保障を実現するために国民経済の健全性や

完全雇用の達成を追求するのと同様に，ナチ

ス・ドイツにおいても，財政的制約下で他国

との戦争に勝利するためにそれらが不可欠と

されたのである．そこには，健康で労働可能

な者が国家の「資源」となることを前提とし

て，国家にとって資源的価値があるとして優

生学的視点から「選ばれた者」が「手厚い福

祉」の対象となる点に共通性がみられたので

あった．

2．福祉国家における優生政策の意義

既にみた通り，福祉国家は，広範な社会福

祉サービスを提供するがゆえに社会保障関係

費の増大を招き，その窮状を打破するための

コスト削減策として優生政策を採用した．優

生政策が社会保障給付費の削減策として位置

づけられたのは，自身は「生産的」でないが

ゆえに税金や社会保険料を納付しえず，多く

の社会サービスを受けなければ生存しえない

ような人間に対して，次世代における再生産

を予防する措置を講ずれば，将来的にそのよ

うな人間が減り，社会保障関係費を縮小でき

ると考えられたからであった．そして，その

ような「不良な血統」の人間が減ると，施設

やスタッフ，財源に余剰が生じるようになり，

これを福祉を必要としている他の人間に振り

向けることができるとされたのである．

つまり，福祉国家における優生政策の意義

は，まず第 1に，その個人が国家にとって望

ましくない「不良」な素因を持っているかど

うかを判別する点にあった．病院のカルテや

家系図など，その「不良性」を確認する手段

は諸々あるが，そのような情報に基づいて国

民の中から国家の干渉が必要な人物と必要で

ない人物を判別するのは意義があった．そし

て，第 2の意義は，人々を選別した上で生殖

のコントロールを行うことである．人間を

「優良」と「不良」とに選別するだけでは，福

祉国家の実現に寄与するところはないが，選

別した人々のうち「不良な者」の再生産を防

ぐことができれば，これ以上「不良な血統」

が増えることはなく，彼らの負担が国家にも

国民にも重くのしかかるようなことはないの

である．すなわち，「不良な血統」の再生産を

防止することが第 2の意義といえる．

おわりに

本稿は，ナチス政権期の優生政策はもちろ

んのこと，デンマークやワイマール共和国の

ように「手厚い福祉」のための優生政策であっ

ても，それをよしとするものではない．福祉

国家が私たちの日々の暮らしを支える装置で

あると同時に，時に「福祉」の名の下に「人」

が「人として」あるがままに生きる権利を侵

害するという二面性を持つ体制である点に着

目するものである．福祉国家に潜むこのよう

な危険性を指摘したことは，福祉国家だから

こそ進められうる生殖レベルでの「生命の選

別」について，私たちがどのような社会を形
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成していくべきかを考え合わせながら議論し

ていくための手がかりになると考える．

優生思想は，過去のものではない．優生学

は，「新優生学」として，私たちも気付かぬう

ちに社会に浸透している．新優生学は，妊婦

が「自己決定」によって出生前診断や着床前

診断を受け，その結果胎児の障害があれば「自

己決定」によって人工妊娠中絶するというリ

プロダクティブ・ライツ(ヘルス)の側面を強

調する点において，誤解をおそれずにいえば，

国家による強制を伴う優生政策よりも大きな

危険性をはらんでいるといえる．

真の福祉国家は，障害児の出生を予防する

ことではなく，障害を持って生まれた子ども

や保護者に「生きづらさ」を感じさせないた

めの支援に手を尽くす国家であろう．私たち

は，多様性の中にあってこそ成長するのであ

り，真の福祉国家は，その多様性を豊かさと

して表現できる国家である．そして，このよ

うな国家像は，国家が私たちに一方的に提示

するのではなく，私たち自身が主体的に追求

してこそ，具体化していくものである．
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